
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
次
の
休

日
交
付
日
に
も
受
け
取
れ
ま
す
。
休

日
の
受
け
取
り
を
ご
希
望
の
方
は
、

受
け
取
り
希
望
時
間
を
必
ず
電
話
に

て
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

■ 

予
約
窓
口
　
町
民
税
務
課
戸
籍
係

平
日
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

ま
で

■ 

休
日
交
付
日
　
1
月
26
日
㈯

■ 

交
付
時
間
　
午
前
10
時
〜
午
後
3

時
ま
で

■
受
け
取
り
に
必
要
な
も
の

・ マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
（
申
請

　
書
か
ら
切
り
離
し
た
、
12
桁
の
マ

　
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
も
の
）

・ 

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
通
知
書

（
ご
連
絡
に
同
封
さ
れ
た
ハ
ガ
キ
）

・ 

写
真
付
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免

許
証
な
ど
）

・
印
鑑
（
ゴ
ム
印
不
可
）

・ 

お
持
ち
の
方
は
住
基
カ
ー
ド
（
引

き
換
え
で
交
付
し
ま
す
）

※ 

代
理
人
に
よ
る
受
け
取
り
は
本
人

が
入
院
中
な
ど
で
来
庁
が
困
難
な

場
合
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
詳
し

く
は
戸
籍
係
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

町
民
税
務
課 

戸
籍
係

☎
77
‐
３
９
１
1

問

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

休
日
交
付
を
行
っ
て
い
ま
す

　
同
一
の
医
療
保
険
（
国
民
健
康
保

険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
・
職
場

の
健
康
保
険
な
ど
）
の
世
帯
内
で
、

毎
年
８
月
か
ら
翌
年
７
月
ま
で
の
１

年
間
に
支
払
っ
た
医
療
費
と
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
自
己
負
担
額
の
合
計

（
※
１
）
が
自
己
負
担
限
度
額
（
※

２
）
を
超
え
た
場
合
、
申
請
に
よ
り

そ
の
超
え
た
分
の
金
額
が
支
給
さ
れ

ま
す
。
詳
し
く
は
下
表
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

※ 

１
．「
高
額
療
養
費
」お
よ
び「
高

額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
し
て
支

給
さ
れ
る
分
は
除
き
ま
す
。

※ 

２
．
自
己
負
担
限
度
額
は
、
世
帯

員
の
年
齢
や
所
得
な
ど
に
よ
っ
て

異
な
り
ま
す
。

■ 

芝
山
町
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者

　
４
月
頃
に
、
支
給
対
象
と
な
る
世

帯
（
平
成
29
年
８
月
１
日
〜
平
成
30

年
７
月
31
日
ま
で
の
間
に
、
ご
加
入

の
医
療
保
険
に
変
更
が
あ
っ
た
世
帯

を
除
く
）
に
対
し
て
申
請
関
係
書
類

を
郵
送
す
る
予
定
で
す
。

　
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
、
町
民
税

務
課
国
保
年
金
係
へ
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

■ 

そ
の
他
の
医
療
保
険
（
職
場
の
健

康
保
険
な
ど
）
の
加
入
者

　
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
の
窓
口

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
、

事
前
に
福
祉
保
健
課
介
護
保
険
係

（
☎
77

－

3
9
2
5
）
に
て
介
護
保

険
分
の
「
自
己
負
担
額
証
明
書
」
の

交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
添
付
し
て
く

だ
さ
い
。

■ 

芝
山
町
国
民
健
康
保
険
お
よ
び
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

⇒

 

芝
山
町
役
場
町
民
税
務
課
国
保
年

金
係

■ 

そ
の
他
の
医
療
保
険
（
職
場
の
健

康
保
険
な
ど
）
の
加
入
者

⇒
  

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
の
窓
口

国保
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度

世
帯
の
負
担
を
軽
減

　「
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
」
と
は
、
医
療
保
険
と
介

護
保
険
の
両
方
を
利
用
し
て
い
る
世
帯
の
費
用
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の

制
度
で
す
。

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
３

問

■70歳未満の自己負担限度額 ■70歳以上の自己負担限度額（平成30年７月まで）

所　得　区　分 自己負担額度額
(医療保険＋介護保険)

ア 所得９０１万円超 ２１２万円
イ 所得600万円超901万円以下 １４１万円
ウ 所得210万円超600万円以下 ６７万円

エ 所得210万円以下
（住民税非課税世帯除く） ６０万円

オ 住民税非課税世帯 ３４万円

所得区分 自己負担額度額
(医療保険＋介護保険)

現 役 並 み
所　得　者 ６７万円

一　　　般 ５６万円

低所得者Ⅱ ３１万円

低所得者Ⅰ １９万円

10広報しばやま 

申
請
の
方
法

申
請
・
問
合
せ
先
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■
設
置
工
事
は
専
門
の
業
者
に

　
県
に
登
録
ま
た
は
届
け
出
を
行
っ

た
専
門
の
業
者
に
設
置
工
事
を
頼
み

ま
し
ょ
う
。

■ 

悪
臭
や
水
質
汚
濁
を
防
ぐ
た
め
、

次
の
取
り
組
み
を
し
ま
し
ょ
う

① 

法
令
に
基
づ
く
保
守
点
検
を
し
ま

し
ょ
う

　
県
に
登
録
し
た
専
門
の
業
者
に
保

守
点
検
を
頼
み
ま
し
ょ
う
（
作
業
は

技
術
上
の
基
準
が
あ
り
、
一
般
の
方

に
は
困
難
な
点
も
あ
り
ま
す
）
。

　
ま
た
、
保
守
点
検
記
録
票
は
３
年

間
分
保
存
し
ま
し
ょ
う
。

② 

法
令
に
基
づ
く
浄
化
槽
の
清
掃
を

し
ま
し
ょ
う

　
山
武
郡
市
広
域
行
政
組
合
管
理
者

の
許
可
を
受
け
た
業
者
へ
、
年
１
回

以
上
清
掃
を
頼
み
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
清
掃
記
録
票
は
３
年
間
分

保
存
し
ま
し
ょ
う
。

③
法
定
検
査
を
受
検
し
ま
し
ょ
う

　
浄
化
槽
の
設
置
工
事
や
保
守
点
検

お
よ
び
清
掃
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い

る
か
を
検
査
す
る
た
め
、
浄
化
槽
の

下水
浄
化
槽
の
設
置
と
維
持
管
理

適
切
に
管
理
し
ま
し
ょ
う

　
浄
化
槽
の
管
理
に
は
必
要
な
届
け
出
や
検
査
が
あ
り
ま
す
。
適
切
な
管

理
を
行
い
、
浄
化
槽
の
環
境
を
整
え
ま
し
ょ
う
。

平成30年11月分
入札結果 　 総務課 契約管財係 ☎77‐3907問

入札執行
年月日

工事（業務委託・物品）
の名称

工事（業務委託・
物品納入）の箇所

落札価格(円)
（消費税除く） 請負額(円) 契約の相手方

11月22日

旧芝山高等技術専門校冷
暖房機設置工事 芝山町牧野324-4 3,500,000 3,780,000 ㈱小菅電気

小規模治山緊急整備工事 芝山町宮崎字上ノ
台地先 4,770,000 5,151,600 ㈲リアル建設

芝山公園野球場防球設備
改造及び改修工事 芝山公園野球場 17,300,000 18,684,000 萩原土建㈱

入札

ま
ち
づ
く
り
課 

環
境
下
水
道
係 

☎
77
‐
３
９
0
８

問

使
用
開
始
後
お
よ
び
年
１
回
、
県
の

指
定
検
査
機
関
に
よ
る
法
定
検
査
を

受
検
し
ま
し
ょ
う
。

■
問
合
せ
・
相
談
窓
口

○ 

浄
化
槽
設
置
届
出
書
な
ど
の
提
出

お
よ
び
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と

　
千
葉
県
山
武
地
域
振
興
事
務
所
　

　
☎
0
4
7
5

－

55

－

3
8
6
2

○ 

人
槽
算
定
の
相
談
に
関
す
る
こ
と

　
千
葉
県
成
田
土
木
事
務
所

　
☎
0
4
7
6

－

26

－

4
8
5
4

○ 

補
助
金
の
申
請
に
関
す
る
こ
と

　
ま
ち
づ
く
り
課
環
境
下
水
道
係

　
☎
77

－

3
9
0
8

○ 

設
置
工
事
に
関
す
る
こ
と

　 

一
般
社
団
法
人
千
葉
県
浄
化
槽
協

会
　
☎
0
4
3

－

2
4
6

－

2
3
5
5

○ 

保
守
点
検
・
清
掃
に
関
す
る
こ
と

　 

一
般
社
団
法
人
千
葉
県
環
境
保
全

セ
ン
タ
ー

　
☎
０
４
３

－

２
４
５

－

４
２
２
２

○
法
定
検
査
の
申
込
先

　 

公
益
社
団
法
人
千
葉
県
浄
化
槽
検

査
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
４
３

－

２
４
６

－

６
２
８
３

■浄化槽設置には事前に届け出などが必要です
手続き 提出書類名 概　　　　　　要

建築確認
申　　請 浄化槽調書

建築確認を伴う浄化槽の設置の場合、建築
確認審査機関への提出書類に含まれていま
す。

設置届出
浄化槽設置届出書、
概要書、７条検査依
頼書、排水系統図、
平面図など

建築確認を伴わない浄化槽の設置の場合、
着工予定日の11日以上前に提出します。

提出先：千葉県山武地域振興事務所
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